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附則別表

職員の区分
２項職員期間の区分

円
１年未満 49,000

１年以上２年未満 49,000

２年以上３年未満 49,000

３年以上４年未満 49,000

４年以上５年未満 45,500

５年以上６年未満 42,000

６年以上７年未満 38,500

７年以上８年未満 35,000

８年以上９年未満 32,200

９年以上10年未満 29,400

10年以上11年未満 26,600

11年以上12年未満 23,800

12年以上13年未満 21,000

13年以上14年未満 18,200

14年以上15年未満 15,400

15年以上16年未満 12,600

16年以上17年未満 9,800

17年以上18年未満 7,000

18年以上19年未満 4,200

19年以上20年未満 1,400

備考
１ この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第４条第３号
の職員となつた日以後の期間を示す。
２ この表において、「２項職員」とは、第２条第２項の職を占める職員をい
う。
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こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


